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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月13日(2017.11.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イソヘキシドエステルを調製するための方法であって、生成混合物中の着色体の形成を
２３０未満のＡＰＨＡ値に制限しながら、ホスホン酸（Ｈ３ＰＯ３）触媒の存在下におい
て１５０℃～２５０℃の温度で、前記イソヘキシドエステルを生成するのに十分な時間イ
ソヘキシドと有機酸を反応させる工程を含む、方法。
【請求項２】
　前記イソヘキシドまたは有機酸の調製において、エステル化に先立って、着色体または
色形成前駆体化合物を低減させる工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　着色体または前駆体化合物を低減させることは、クロマトグラフィー、結晶化または蒸
留の少なくとも１つにより前記有機酸を精製することを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記生成混合物は≦１８５のＡＰＨＡ値を呈する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記生成混合物は≦１５０のＡＰＨＡ値を呈する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記イソヘキシドは、前記イソヘキシドエステルに少なくとも４０％の変換率で変えら
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記変換率は５０％以上である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記変換率は７０％以上である、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記イソヘキシドは、イソソルビド、イソマンニドおよびイソイオジドの少なくとも１
つである、請求項１に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記有機酸は、Ｃ２～Ｃ２６を有するアルカン酸、アルケン酸および芳香族酸の少なく
とも１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記有機酸は２－エチルヘキサン酸である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ホスホン酸触媒は、前記イソヘキシドおよび有機酸の反応混合物の＞５．０重量％
の量で存在する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ホスホン酸触媒は、前記イソヘキシドおよび有機酸の反応混合物の２．５重量％～
５．０重量％の量で存在する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ホスホン酸触媒は、前記イソヘキシドおよび有機酸の反応混合物の＜２．５重量％
の量で存在する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記生成混合物は、主にジエステル含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記生成混合物は、１：１の比率のモノエステルおよびジエステルを含む、請求項１３
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記生成混合物は主にモノエステルを含む、請求項１４に記載の方法。
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